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1

生活安全部

（環境

リサイクル

課）

P.128 第5章 第8節 １　現状と課題

　このことから、カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現に向けて、再生可能エネルギーの利用促進、廃棄物

の削減及び普及啓発などを推進するため、～

　このことから、カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現に向けて、再生可能エネルギー等の利用促進、廃棄

物の削減及び普及啓発などを推進するため、～

　令和３年１０月に閣議決定された「地球温暖化対策計

画」の地方公共団体の基本的役割において、再生可能エ

ネルギー等の利用促進と徹底した省エネルギーの推進、

脱炭素型の都市・地域づくりの推進、循環型社会の形

成、事業者・住民への情報提供と活動促進等を図ること

と記載されていることに加え、代替エネルギーの導入に

ついても需要が高まりつつあることから、意見のとお

り、改定案の記載を「再生可能エネルギー等の利用促

進」と修正します。

2

生活安全部

（環境

リサイクル

課）

P.129 第5章 第8節 ５　施策の内容

（１）地球温暖化問題への対応

　～脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの

利用促進、廃棄物の削減及び普及啓発などに取り組みま

す。

（１）地球温暖化問題への対応

　～脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギー等

の利用促進、廃棄物の削減及び普及啓発などに取り組み

ます。

No.１と同様の理由

3

生活安全部

（環境

リサイクル

課）

P.130 第5章 第8節 ６　主要事業

循環型社会推進事業

・太陽光発電システム等の設置に対する支援を充実さ

せ、自然エネルギーの利用の促進を図り、地球温暖化対

策を推進します。

循環型社会推進事業

・太陽光発電システム等の設置に対する支援を充実さ

せ、再生可能エネルギー等の利用促進を図り、地球温暖

化対策を推進します。

No.１と同様の理由

第５次八潮市総合計画（基本計画）改定案　追加改定箇所

パブリックコメントの意見を踏まえ、下記のとおり改定を行いました。
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